
国
民
健
康
保
険（
国
保
）と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
は
、

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

対　象 所得区分 交付申請できる認定証

70歳未満の国民健康保険の人
※�国民健康保険税を完納している
こと。

住民税課税世帯 限度額適用認定証

住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

●�70歳以上75歳未満
の国民健康保険の
人
●�75歳以上の後期高
齢者医療制度の人
●�65歳以上75歳未満
で一定の障害があ
り認定された後期
高齢者医療制度の
人

現役並みⅢ 課税所得
690万円以上

申請不要
※�被保険者証を提示することで限度
額までの支払いになります。

現役並みⅡ
課税所得
380万円以上
690万円未満

限度額適用認定証

現役並みⅠ
課税所得
145万円以上
380万円未満

一般 課税所得
145万円未満

申請不要
※�被保険者証を提示することで限度
額までの支払いになります。

住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象者

新
し
い
被
保
険
者
証
は

８
月
か
ら
使
用
で
き
ま
す

　
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、

内
容
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
現
在
の
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給

者
証
は
、
７
月
31
日
（金）
ま
で
使
え
ま

す
。国

保
の
被
保
険
者
証
と

高
齢
受
給
者
証
が
１
枚
に

　
70
歳
以
上
の
人
の
被
保
険
者
証
と

高
齢
受
給
者
証
が
、
８
月
以
降
は
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
と
し
て

１
枚
に
な
り
ま
す
。

送
付
さ
れ
る
も
の
／
●
70
歳
未
満
で

国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
：
被
保
険

者
証　
●
70
歳
以
上
で
国
保
に
加
入

し
て
い
る
人
：
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証　

●
75
歳
以
上（
一
定
の

障
害
が
あ
り
、
加
入
を
希
望
し
た
65

歳
以
上
）の
人
：
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
証　

送
付
時
期
／
７
月
中
旬　

※
国
保
の
人
は
特
定
記
録
郵
便
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
人
は
簡

易
書
留
で
届
き
ま
す
。
今
年
度
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策

の
た
め
、
全
て
の
人
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
も

更
新
時
期
で
す

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
に

な
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
有
効
期
限
も
７
月
31
日

で
す
。
８
月
１
日
（土）
か
ら
使
用
で
き

る
認
定
証
は
、
次
の
方
法
で
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
〉

　
認
定
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
は
、

窓
口
で
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申
請
場
所
／
保
険
年
金
課
、
各
支
所

持
ち
物
／
身
分
証
明
書
、
印
鑑

※
同
一
世
帯
で
は
な
い
人
が
申
請
す

る
場
合
は
、
委
任
状
も
必
要
で
す
。

〈
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る
人
〉

　
認
定
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
で
、

８
月
１
日
以
降
も
対
象
に
な
る
人
は
、

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
新
し
い
認
定

証
が
届
く
の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

●
国
保
に
つ
い
て

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
班

☎
62
‐
５
３
３
１

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

☎
62
‐
５
８
８
２

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
証

新
し
く
な
り
ま
す
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